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社会福祉法人 中央会 

指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護 
「グループホーム ゆうけあ相河」 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所「グループホーム ゆうけあ相河」 

重要事項説明書 

 

１．当施設が提供するサービスについての相談窓口 

    電話      （０７６）２４５－１１６７（午前９時～午後５時まで） 

    担当       管理者  川岸 織絵 

※ ご不明な点は、なんでもおたずねください。 

 

２．事業者の概要 

（１） 法 人 名     社会福祉法人 中央会 

（２） 法人所在地     石川県金沢市西泉６丁目１３６番地 

（３） 電 話 番 号     （０７６）２４５－１１５０ 

（４） 代表者氏名     理事長 吉田 千尋 

（５） 設 立 年 月     平成２１年８月１９日 

 

３．事業所の概要 

（１） 事業所の種類    指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

              平成２６年 １１月 １日指定 金沢市指定 1790100240 号 

（２） 事業所の名称    グループホーム ゆうけあ相河 

（３） 事業所の所在地   石川県金沢市西泉６丁目１３４番地 

（４） 電 話 番 号    （０７６）２４５－１１６７ 

（５） F A X 番 号    （０７６）２５５－７８６６ 

（６） 管理者氏 名    管理者  川岸 織絵 

（７） 開 設 年 月    平成２６年１１月１日 

（８） 営 業 日    営業日  年中無休 

    受付時間 ８：３０～１７：３０ 

（９） 入 所 定 員    ２ユニット（２フロア）：１８人  

（10） 併 設 事 業   ①  ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設    定員２９名 

             ②  指定通所介護事業所       

               介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防型通所サービス 

                

                              介護予防・日常生活支援総合事業 基準緩和型通所サービス 

                                                                             定員５名                              

             ③  指定小規模多機能型居宅介護事業所 

               指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 

             ④  指定短期入所生活介護事業所           

               指定介護予防短期入所生活介護事業所 

⑤  指定認知症対応型共同生活介護 

                       指定介護予防認知症対応型共同生活介護 

  

定員３０名 

登録２５名 

定員２０名 

定員１８名 



（11）運営の方針   

本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境と地域

住民との交流の下で食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練

を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立し

て営むことができるよう支援することを目的とします。 

 

４．建物の概要 

（１） 建物の構造      鉄骨造 

（２） 建物の延べ床面積   ２階建  ８６９．８３㎡ 

（３） 施設の周辺環境     

市街地に位置し、最寄りにＪＲ西金沢駅、北陸鉄道西泉駅があり、北陸鉄道バスの西泉停

留所からは徒歩７分です。また国道 157 号泉本町交差点にも近く交通の利便性があります。

施設は大通りより一本入った位置にあるため、周囲に田園、伏見川、公園のあるのどかな環

境です。         

       

５．居室の概要 

（１） 当事業所では、以下の居室・設備をご用意しています。利用される居室は、原則として施設で

決定させていただきます。 

（２） 利用者又は契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設で

その可否を決定します。 

（３） 利用者の心身の状況、入院された場合には、居室を変更する場合があります。その際には、利

用者や契約者等と協議の上、決定するものとします。 

（４） 当事業所のユニット数は２ユニット設置されています 

（５） 当施設の各ユニットの名称及び定員は、次のとおりです。 

ユニット名 定員 

なごみ ９名 

いこい ９名 

（６）その他の設備の概要 

設備の種類 室数等 備考 

共同生活室 ２ 各ユニットにキッチンを設置しています。 

ケア浴室 ２ 自立を支援する浴槽を設置しています。 

洗濯室 ２ 各階に設置しています。 

汚物処理室 ２ 各階に設置しています。 

相談室 １ １階に設置しています。 

家族宿泊室 １ ２階に設置しています。 

※ 上記は、金沢市条例が定める基準により、配置しております。 

 

６．職員の配置状況 

当事業所では、利用者に対して指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスを提供する職員



として、以下の職種の職員を配置しています。 

 

 

＜主な職員の配置状況＞                      (令和３年６月１日現在) 

職 種 常勤職員 非常勤職員 指定基準 

１．管理者 １名以上  １名 

２．計画作成担当者 １名以上  １名 

３．介護職員 ６名以上 ５名以上 昼間の体制：利用者３名に対し常勤

換算で職員１名以上 

夜間の体制：ユニットごとに１名 

４．看護職員  １名以上 １名 

※ 職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 

７．サービスの概要 

 当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。但し、当事業所が提供するサービスに

ついて、利用料金が介護保険から給付される場合と、利用料金の金額を契約者に負担いただく場合があ

ります。 

（１） 介護保険給付の対象となるサービス 

    以下のサービスは、９割・８割又は７割が介護保険から給付されます。（食費を除く） 

① 認知症対応型共同生活介護計画の作成 

・担当者間で協議し「認知症対応型共同生活介護計画」又は「介護予防認知症対応型共同生活介護

計画」を作成し、利用者および家族に説明し、同意を頂き交付します。 

② 食事 

・ 利用者の自立支援の為、可能な限り離床して、職員や他の利用者と共同で調理し、共同生活室

にて食事をとっていただくことを原則としています。 

③ 入浴 

・ 年間を通じて、週 2 回以上の入浴または清拭を行います。 

④ 排泄 

・ 排泄の自立を促す為、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

⑤ 口腔ケア 

・ 口腔ケアを毎日の標準的なサービスとします。 

⑥ 生活リハビリ 

・ 生活リハビリを取り入れ、精神的機能の低下を防止するよう努めます。 

⑦ 健康管理 

・ 入所時に健康チエックをするほか、看護職員が健康管理を行います。 

⑧ その他自立への支援 

・ 買い物、散歩、ドライブなどの外出支援を行います。 

・ 寝たきり防止の為、出来る限り離床に配慮します。 

・ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 



⑨ 生活・介護相談 

・ 計画作成担当者へお気軽にご相談ください。 

⑩ 生きがい活動 

・ 施設での生活を実りあるものとするために、適宜レクレーションを企画します。 

（個別活動・小グループ活動・フロアー活動・クラブ活動・施設行事） 

⑪ 行政手続き代行 

・ 行政機関への手続が必要な場合は、利用者やご家族の状況によっては代行して行います。 

 

８．利用中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、下記協力医療機関において診療を受けることが出来ます。但し、下記医療

機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。 

 

＜ 協力医療機関 ＞ 

医療機関の名称 医療法人社団 中央会 金沢有松病院 

所  在  地 金沢市有松５丁目１番７号 

診  療  科 総合病院 

 

＜ 協力歯科医療機関 ＞ 

医療機関の名称 野町デンタルクリニック 

所  在  地 金沢市野町１－１－４３－１ 

 

９．サービス利用料金 

（１）基本サービス料金 （【契約書別紙】参照） 

① 利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（自己負担分）

をお支払い下さい。 

② 利用者が要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただき

ます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く全額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。

償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行う為に必要となる事項を記載した「サービス提

供証明書」を交付します。 

③ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて負担額をお支払いいただく

ことになります。 

④ 短期利用共同生活介護の利用限度日数を超える場合は、サービス利用料金の全額をお支払いいた

だきます。 

（２） その他介護保険給付の対象となるサービスの加算料金（【契約書別紙】参照） 

（３） 介護保険給付の対象とならないサービス（【契約書別紙】参照） 

（４） 利用料金のお支払い方法 

毎月１５日までに前月分の請求をいたしますので、２５日までに以下の方法でお支払い下さい。 

ア．金融機関口座からの自動引き落とし 

イ．下記指定口座への振込み（振込手数料は、契約者のご負担となります） 



北国銀行 泉支店 

普通預金 口座番号 ２６７７７４ 

 社会福祉法人 中央会 

（５） 利用の中止、変更、追加（短期利用共同生活介護の場合） 

① 利用予定期間の前に、利用者の都合により、短期利用共同生活介護サービスの利用を中止又は変

更、もしくは新たなサービスの利用を追加することが出来ます。この場合には原則としてサービス

の実施７日前までに事業者に申し出て下さい。 

② 利用予定日の７日前までに申し出がなく、当日になって利用の中止を申し出た場合、取消料（【契

約書別紙】参照）をお支払いいただく場合があります。ただし、利用者の体調不良等、正当な事由

がある場合は、この限りではありません。 

③ サービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により利用者の希望する期間に

サービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。 

④ 利用者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することが出来ます。その場合、翌月

２５日までに前記（４）に定める方法で支払うものとします。 

 

１０．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

  契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間終了日までですが、契約期間

満了の２日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、

以後も同様となります。契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用する

ことが出来ますが、仮にこのような事由に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了しま

す。 

① 要介護認定により、利用者の心身の状況が自立、又は要支援１と判定された場合 

② 事業者が解散した場合、破産した場合、又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 

③ 事業所の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

④ 当事業所が、介護保険の指定を取り消された場合、又は指定を辞退した場合 

⑤ 利用者から解約、又は契約の解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい） 

⑥ 事業者から契約解除の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい） 

（１）契約者からの解約、又は契約解除の申し出（中途解約・契約解除） 

   契約の有効期間であっても、契約者から利用契約を解約することが出来ます。その場合には、契

約終了を希望する日の７日前までに申し出て下さい。但し、以下の場合には、即時に契約を解約・

解除することが出来ます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意出来ない場合 

② 利用者が入院された場合 

③ 利用者の「居宅サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合（短期利用共同生活介護に限る） 

④ 事業者もしくはサービス従事者が、正当な理由なく本契約に定める認知症対応型共同生活介護サ

ービスを実施しない場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が、守秘義務に違反した場合 

⑥ 事業者もしくはサービス従事者が、故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、

又は著しい不信行為、その他本契約を継続し難い重大な事情が認められる場合 

⑦ 他の利用者が、利用者の身体、財物、信用等を傷つけた場合、もしくは傷つける恐れがある場合



において、事業者が適切な対応をとらない場合 

（２） 事業者からの契約解除の申し出 

  以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

① 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、

又は不実の告知を行い、その結果、本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合 

② 契約者による、サービス利用料金の支払いが２ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にも関

わらず、これが支払われない場合 

③ 契約者、利用者及びその家族が、故意又は重大な過失により、事業者又はサービス従事者もし

くは他の利用者等の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによ

って、本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合 

④ 利用者の行動が他の利用者やサービス従事者の生命、身体、健康に重大な影響を及ぼすおそれ

があり、あるいは、利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど、本契約を継続しがたい重大な事情が

生じた場合 

⑤ 利用者が大声を出す、他の利用者の居室に入る、攻撃的言動、セクシャルハラスメント的な言

動などによって、他の利用者との人間関係を損ない共同生活を営むことが困難となるような事情が

生じた場合 

⑥ 利用者が、連続して２週間を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合、もしくは入

院した場合 

⑦ 利用者が、介護保険施設に入所、もしくは入院した場合 

 

１１． 利用者が病院等に入院された場合の対応について  

当施設に入居中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は以下の通りです。 

（１）２週間以内の入院の場合 

   ２週間以内の入院については、退院後再び施設に入所することが出来ます。但し、入院時に予定

された退院日より早く退院した場合等、退院時に施設の受入準備が整っていない時には、併設され

ている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。なお、入院の期間中について

も、所定の利用料金をご負担いただきます（居住費相当額）。 

（２）２週間以内の退院が見込まれない場合 

２週間以内の退院が見込まれない場合は、契約を解除いたします。但し、長期入院後、当施設に

再入所の申込みを行う場合には、居室の空きの状況等によりご相談に応じます。 

（３）利用者が利用していたベッドを短期利用共同生活介護に活用することに同意いただき、現に活用

した場合には、所定の利用料金をご負担いただく必要はありません。 

（４）入院中の利用者のお世話は、基本的にご家族にお願いします。 

 

１２．一時外泊 

当施設に入居中に、一時外泊をする場合の対応は以下の通りです。 

（１） 利用者は、一時外泊開始日の７日前までにお申し出ください。 

（２） １カ月に２泊３日を限度として、外泊することが出来るものとします。 

（３） 前項に定める外泊期間中において、所定の利用料金をご負担いただきます（居住費相当額）。 

（４）外泊中の利用者のお世話は、基本的にご家族にお願いします。 



１３．円滑な退所の為の援助 

（１）利用者が当施設を退所する場合には、利用者の希望により、事業者は利用者の心身の状況、置か

れている環境等を勘案し、円滑な退所の為に必要な以下の援助を利用者に対して速やかに行います。 

① 適切な病院、もしくは診療所、又は介護老人保健施設等の紹介 

② 居宅介護支援事業者の紹介 

③ その他保健医療サービス、又は福祉サービスの提供者の紹介 

（２）利用者が退所後、居宅において居宅サービスを利用する場合や、他の社会福祉施設等に入所する

場合において、居宅サービス、その他の保健医療サービス又は福祉サービス等についての相談援助、

及び関係機関への情報提供を行った場合に係る費用として、以下の退所時等相談援助加算（介護保

険から給付される費用の一部）をご負担いただきます。（【契約書別紙】参照） 

 

１４．残置物引取人 

   入所契約が終了した際に、当施設に残された利用者の所持品（残置物）を利用者自身が引き取れ

ない場合に備えて、契約者に残置物を引き取ることを承諾いただきます。 

  契約者に連絡の上、残置物を引き取っていただきます。（引き取ることが困難な場合は、当施設に 

て処分する場合があります）なお、引渡しに係る費用（処分に係る費用）については、利用者又は

契約者にご負担いただきます。 

 

１５．その他の留意事項 

  施設ご利用にあたって、共同生活の場としての快適性、安全性を確保する為、下記の事項をお守り

下さい。 

（１）持ち込みの制限 

     当事業所は、利用者の共同生活の場としての居室及び共用施設等を使用していただくことから、利

用にあたり、原則として以下の物は持ち込むことが出来ません。 

① 危険物（果物ナイフ、はさみ、縫い針等）及びその他銃刀法に違反するもの 

② 貴金属（高額な指輪、腕時計等）及び貴重品 

③ 賞味期限が短く、一度に食べきれない量の食品 

※ 善良な管理者の注意義務を持って、適切な方法によりサービスを提供しておりますが、「自傷行為、

紛失又は破損、賞味期限の切れた食品の摂取行為」などが考えられます。やむを得ず制限された物品

の持ち込みを希望される場合は、職員までお申し付け下さい。 

※ 利用者等の自己の責に帰すべき事由により損害が発生した場合、又は故意に制限された物品を持ち

込まれたことに専ら起因として損害が発生した場合は、損害賠償責任を負いかねる場合があります。 

（２）預り金 

  当事業所では利用者のご希望により、生活に必要な現金をお預かりいたします。 

お預かりできる現金は概ね１万円程度を限度とします。 

（３）面会 

   面会時間 ８：３０～１９：００ 

   ご都合のつかない方は、ご相談ください。 

※ 来訪者は、必ずその都度、備え付けの面会用紙に必要事項をご記入下さい。 

 



（４）外出 

外出をされる場合は、事前にお申し出下さい。 

（５）食事 

食事が不要な場合は、３日前までにお申し出下さい。３日前までに申し出があった場合には、食

事の提供に要する費用（食費）は減免されます。 

（６）施設・設備の使用上の注意、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにも関わらず、施設、設備を壊したり、汚したりし

た場合には、利用者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の対価をお支払いいただ

く場合があります。 

（７）利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、利

用者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることが出来るものとします。但し、その場合、ご本人

のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

（８）宗教活動 

特に制限はありません。ただし、共同生活に支障のない範囲とさせていただきます。また、施設

内においての布教活動は原則として禁止させていただきます。 

（９）喫煙 

   喫煙は、所定の場所でしていただきます。 

 

１６．サービス提供における事業者の義務 

  当事業所は、利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①  利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

②  利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携の上、利用者から 

聴取、確認します。 

③  利用者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、利用者又は代理

人の請求に応じて閲覧し、複写物を交付します。 

④  利用者に対する身体的拘束、その他行動を制限する行為を行いません。 

但し、利用者又は利用者等の生命、身体を保護する為に緊急やむを得ない場合には、記録を記載

するなど適正な手続きにより、身体等を拘束する場合があります。 

⑤  事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た利用者又は

契約者等に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏洩しません。（守秘義務） 

但し、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合等には、医療機関、居宅介護支援事業者等に、

利用者の心身等の情報を提供します。 

また、利用者の円滑な退所の為の援助を行う際には、あらかじめ文書にて契約者の同意を得ます。 

※ 前記に関する当事業所の個人情報保護方針及び個人情報の利用目的は、以下の通りです。 

＜ 個人情報保護方針 ＞ 

当施設では、利用者又は契約者等の個人情報の適切な保護・管理に関する重要性を認識し、以下の個

人情報保護方針を策定し、確実に履行することに努めています。 

（１） 個人情報の収集について 

当事業所が利用者の個人情報を収集する場合、利用者の介護に関する範囲で行います。その他の目

的に個人情報を利用する場合は、利用目的をあらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたし



ます。 

（２） 個人情報の利用及び提供について 

当事業所は、利用者の個人情報の利用について、以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超え

て使用いたしません。 

① 利用者の了解を得た場合 

② 個人を識別、あるいは特定出来ない状態に加工して利用する場合 

③ 法令等により提供を要求された場合 

  当事業所は、法令等に定める場合を除き、利用者の同意なく、その情報を第三者に提供しません。 

〔個人情報の利用目的〕  

① 事業所内での利用 

・利用者に提供する介護サービス 

・介護保険事務及び会計・経理事務 

・入退所等の居室管理 

・事故等の報告 

・施設内介護実習への協力 

･ 介護の質の向上を目的とした施設内事例研究 

・その他、利用者に係る管理運営業務 

② 事業所外への情報提供としての利用 

・他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携 

・医療機関等からの照会への回答 

・利用者の診察等の為、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

・検体検査業務等の業務委託 

・審査支払機関へのレセプトの提供 

・審査支払機関、又は保険者からの照会への回答 

・その他、利用者への介護保険事務に関する利用 

③ その他の利用 

・介護サービスや業務の維持・改善の為の基礎資料 

・外部監査機関への情報提供 

※ 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について、同意し難い事項がある場合には、その旨を担

当窓口までお申し出下さい。 

※ お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。 

※ これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることが出来ます。 

※ 上記の利用目的以外に、利用者の個人情報を利用する場合は、あらかじめ利用者の同意をいただく

ことといたします。 

（３）個人情報の安全管理について 

  当事業所は、利用者の個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、利用者の個人情報の漏洩、

紛失、破壊、改ざん、又は利用者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。 

（４）法令遵守と個人情報保護の仕組みの改善 

    当事業所は、個人情報の保護に関する法令、その他の規範を遵守するとともに、適宜、個人情報保

護の仕組みの見直しを図り、改善を行います。 



（５）問い合わせ窓口 

当事業所の個人情報保護方針に関してのご質問や利用者の個人情報のお問い合わせは、下記の 

窓口でお受けいたします。   

【個人情報苦情相談窓口】 管理者  川岸 織絵 

 

１７．非常災害対策 

  当施設は、消火設備、非常放送設備等、災害、非常時に備えて必要な設備を設けるとともに、非常

災害等に対して具体的な防災計画・避難計画等をたて、職員及びご利用者が参加する訓練を定期的に

実施いたします。 

     【防火管理者】 管理者  川岸 織絵 

 

１８．緊急時の対応方法 

利用者に容態の変化等があった場合は、かかりつけ医に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家

族の方に速やかに連絡いたします。 

また、緊急受診・入院をされた場合、主治医より治療上の判断を求められることがありますので、

利用者およびご家族には責任を持って対処していただきます。その際、可能な範囲でご相談に応じさ

せていただきます。 

【第１緊急連絡先】 

氏 名  

住 所  

電話番号  

続 柄  

携帯等  

  

  【第２緊急連絡先】 

氏 名  

住 所  

電話番号  

続 柄  

携帯等  

 

１９．損害賠償について 

  当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損



害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  但し、その損害の発生について、利用者及び契約者に故意又は過失が認められる場合には、利用者 

の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があ 

ります。なお、サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町、利用者のご家族様等連 

絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

２０．苦情の受付について 

（１） 当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。 

① 苦情受付担当者  奥泉 美里 

② 苦情解決責任者  管理者  川岸 織絵 

③ 第 三 者 委 員  苦情解決に要する社会性や客観性の確保と、利用者の立場や特性に配慮した 

        適切な対応を推進するために、「第三者委員」を設置しています。         

④ 対 応 時 間  毎週月曜日～土曜日 ９：００～１７：００ 

           また、苦情受付ボックスを１階事務所に設置しています。 

 

（２） 苦情の解決方法 

① 苦情の受付 

    苦情は、面接、電話、書面などにより、苦情受付担当者が随時受け付けます。 

   なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。 

② 苦情受付の報告・確認 

苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三者委員

への報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に

対して、報告を受けた旨を通知します。 

③ 苦情解決の為の話し合い 

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出

人は、第三者委員の助言や立会いを求めることが出来ます。なお、第三者委員の立会いによる話 

し合いは、次により行います。 

ア．第三者委員による苦情内容の確認 

イ．第三者委員による解決案の調整、助言 

ウ．話し合いの結果や改善事項等の確認 

④ 行政機関その他苦情受付期間の紹介 

上記③で解決出来ない苦情は、以下の行政機関等に申し立てることが出来ます。 

金沢市福祉局 

介護保険課 

所 在 地 金沢市広坂１－１－１ 

電話番号 ０７６－２２０－２２６４ 

受付時間 ９：００～１７：４５ 

石川県国民健康 

保険団体連合会 

所 在 地 金沢市幸町１２－１（石川県幸町庁舎４階） 

電話番号 ０７６－２３１－１１１０ 

受付時間 ９：００～１７：００ 



石川県福祉サービス 

運営適正化委員会 

所 在 地 金沢市本多町３－１－１０（社会福祉会館内） 

電話番号 ０７６－２３４－２５５６ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

 

２１．人権擁護と高齢者虐待防止法 事業者は、利用者等の人権擁護、虐待防止等のために、次に揚げ

るとおり必要な措置を 講じます。 

・事業所は、虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 虐待防止委員会 委員長 

・事業所は、虐待防止のための指針を整備します。 

・事業所は、成年後見人制度の利用を支援します。 

・事業所は、苦情開設体制を整備しています。 

・事業所は、従業者に対する人権擁護・虐待防止の委員会及び啓発するための研修を定期的に行いま

す。 

・事業所は、従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できるメンタルヘルス及びハラスメント（利

用者、ご家族を含む）体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に

努めます。 

・サービス提供中に、当事業所の従業者又は養護（現に養護している家族・親族・同居人等）による

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村等に通報します。 

 

２２．緊急やむを得ない場合の身体拘束の手続き 身体拘束廃止に向けての取り組み 

・事業所は、身体拘束等の適正化の指針を整備します。 

・サービス提供に当たり、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するためやむを得ない場

合を除き、身体拘束を行いません。 

・緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合は、その事由を利用者及び保証人等に、提供ケアに関する

説明書をもって説明し、同意を得ます。 

・事業所は、緊急やむを得ず行う身体拘束について、実施状況の記録を整備し、その廃止に向けて対

策を検討する委員会を開催するなど身体拘束等の適正化の取り組みを行います。 

・身体拘束等の適正化のための従業者に対する研修を定期的に行います。 

 

令和   年   月   日 

 

 指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項

の説明を行いました。 

 

         【説明者】 住  所      石川県金沢市西泉６丁目１３４番地 

               法 人 名      社会福祉法人 中央会 

               事業所名      グループホーム ゆうけあ相河 

               職 名 

 氏 名  



 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定（介護予防）認知症対応型共同生活

介護サービスの提供開始に同意しました。また、事業者が業務上知り得た利用者及び契約者又はその家

族等に関する個人情報を、事業所での個人情報の利用目的に則して、利用及び提供することについて同

意しました。 

 

        【利用者】  住  所 

           

               氏  名                   

 

        【契約者】  住  所 

     

               氏  名                   

 

               利用者との続柄   （       ） 

 

【家族代表】 住  所 

     

               氏  名                   

 

               利用者との続柄   （       ） 

 

 

 


